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栃木市長及び栃木市議会議員選挙のお知らせ
　任期満了に伴う栃木市長及び栃木市議会議員選挙
が４月 20 日（日）に行われます。
◆投票時間　７時から 20 時まで（栃木第 28 投票所
―出流町公民館、藤岡第７投票所―北川辺スポーツ
遊学館及び西方第７投票所、真上集落センターは 18
時まで）
　投票日当日、用事等で投票所にいけない方は期日
前投票ができます。　
◆期日前投票場所及び日時
≪栃木選挙区≫
　◎栃木市役所入舟庁舎（旧福祉庁舎）及び大平・
　　藤岡・都賀・西方総合支所
　○４月14 日（月）～ 19 日（土）８時 30 分～ 20 時
　◎大宮・皆川・吹上・寺尾・国府の公民館
　○４月１４日（月）～ 18 日（金）８時 30 分～ 17 時
≪岩舟選挙区≫
　◎岩舟総合支所
　○４月14 日（月）～ 19 日（土）８時 30 分～ 20 時
※県の指定した病院等に入院中の方は、その施設で
　投票できます。
 投票できる方 
◎年齢　平成６年４月 21 日までに出生した方
◎住所　平成 26 年１月 12 日までに合併後の栃木市
　　　　（栃木市・岩舟町）に住民登録した方で引き
　　　　続き３か月以上住民登録している方が対象
　　　　となります。
　※投票日当日以前に栃木市（栃木市・岩舟町）外
　　へ住所を異動した方は投票できません。
 市議会議員選挙は投票区が設けられています 
　今回の市議会議員選挙は、栃木選挙区、岩舟選挙
区が設けられ、定数 34 人を次のように分けての選
挙となります。

　投票する方は、選挙人名簿に登録されている「選
挙区」内の市議会議員候補者が対象となりますので
ご注意ください。
　なお、市長選挙も、選挙人名簿に登録されている
投票所以外での投票はできませんので、間違いのな
いようお願いします。
　また、４月 12 日以降に市内の転居届出をした方は、
入場券に記載されている投票所及び選挙区での投票
になりますので、ご注意ください。
 投票所入場券は 
　各世帯あて郵送します。投票所入場券は、１枚に
２人分が記載されたハガキになっていますので、開
いて確認ください。
　また、投票できる方が１世帯４人のところは２枚
のハガキが郵送されますのでご注意ください。もし、
紛失した場合や届かなかった場合でも、選挙人名簿
に登録されていれば、投票できますので、投票所の
係員にお申し出ください。
 代理投票・点字投票 
　心身の故障その他の事由により、投票用紙を書く
ことができない方は投票所の係員が代筆します。投
票の秘密は、固く守られますので、安心してお申し
出ください。
　また、目の不自由な方は、点字投票をすることも
できます。
 郵便による不在者投票は 
　身体障害者手帳等を交付されている両下肢・体幹・
心臓・移動機能・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・
小腸・免疫機能障がいのある方、および介護保険被

保険者で、要介護５のため、投票所へ行くことがで
きない方は、自宅で郵便投票をすることができます。
　また、前記の対象者で、上肢・視覚の障がい程度
が１級の方は、あらかじめ市選挙管理委員会の委員
長に届け出た方（選挙権を有する者）を代理人とし
て投票に関する記載をさせることができます。
　なお、郵便投票の請求は、４月 16 日（水）までに
しなければなりません。ただし、手帳の等級などに
よっては、郵便投票ができないこともありますので、
市選挙管理委員会に早めに相談ください。
 選挙公報は 
　配布時期のばらつきをなくすため、市内一斉に新
聞（朝刊）に折り込んで配布します。新聞をとって
いない方は、市役所・総合支所・各公民館など、市
の施設にも備えていますので利用ください。
 候補者のポスターに手をふれないように 
　市内各所の公営ポスター掲示板に貼られたポス
ターをいたずらして破ったり、汚したりすると処罰さ
れます。
　また、破れたポスターや、こわれた掲示板を見つ
けたときには、市の選挙管理委員会までお知らせく
ださい。
 開票は 
　投票日当日に、選挙区ごとに次の場所（開票所）
で行います。
▽栃木選挙区　栃木市総合体育館（栃木市川原田町）
　　　　　　　21 時 15 分～　
▽岩舟選挙区　岩舟町こなら館（岩舟町大字下津原）
　　　　　　　21 時～
 投票所変更のお知らせ 
　栃木市万町１番～ 16 番・入舟町・錦町の方は、
栃木市役所から入舟庁舎（旧福祉庁舎）に投票所が
変更になります。

選挙管理委員会事務局☎ 21 ‐ 2531

選挙区 栃木 岩舟
定数 30 人 ４人
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催

　

４
月
の
定
例
教
育
委
員

会
を
４
月
14
日
（
月
）
14

時
か
ら
吹
上
公
民
館
（
吹

上
町
）
で
開
催
し
ま
す
。
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「
温
故
知
新
市
」
は
、
休
み
ま

し
た
。

　

幼
稚
園
・
保
育
園
・
小
学

校
・
中
学
校
…
ま
だ
、
子
育

て
中
の
方
も
、
３
～
４
月
は

誰
に
と
っ
て
も
、
区
切
り
の

季
節
。

　
「
喜
び
や
希
望
」
と
「
何

と
な
く
不
安
」
の
割
合
や
そ

の
中
身
は
、
お
子
さ
ん
一
人

一
人
み
ん

な
違
っ
て

い
る
も
の

で
す
。
ニ

コ
ニ
コ
、

平
気
そ
う

な
顔
を
し
て
い
て
も
新
し
い

環
境
の
中
で
緊
張
し
た
心
で

一
日
を
過
ご
し
て
く
る
は
ず

で
す
。
心
身
を
休
め
「
明
日

も
頑
張
ろ
う
」
と
い
う
前
向

き
な
気
持
ち
を
取
り
戻
す
た

め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
や

家
族
が
あ
る
の
で
す
。

　

お
子
さ
ん
が
帰
っ
て
き

た
ら
、
あ
た
た
か
く
迎
え
、

ち
ょ
っ
と
甘
え
さ
せ
て
あ
げ

ま
し
ょ
う
。
忙
し
く
て
も
、

少
し
だ
け
い
っ
し
ょ
に
座
っ

て
「
今
日
の
お
み
や
げ
話
」

を
聞
い
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

　

お
い
し
い
お
や
つ
も
嬉
し

い
け
れ
ど
、
こ
れ
が
何
よ
り

の
４
月
の
心
の
ス
イ
ー
ツ
に

な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
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ら
せ

□
公
共
下
水
道
の
供
用
開
始
区

域
を
拡
大 

　

３
月
31
日
か
ら
公
共
下
水
道

の
使
用
で
き
る
区
域
に
次
の
区

域
が
追
加
さ
れ
、
下
水
道
が
使

用
で
き
ま
す
。

　

栃
木
地
域
で
は
、
片
柳
町
１

丁
目
、
境
町
、
薗
部
町
３
丁
目
、

箱
森
町
、
大
宮
町
、
平
柳
町
３

丁
目
、
野
中
町
、
惣
社
町
、
大

塚
町
、国
府
町
地
内
の
各
一
部
、

大
平
地
域
で
は
、
新
、
西
野
田
、

西
水
代
地
内
の
各
一
部
、
藤
岡

地
域
で
は
、
藤
岡
、
赤
麻
、
大

前
地
内
の
各
一
部
、
都
賀
地
域

で
は
、
合
戦
場
、
升
塚
地
内
の

各
一
部
で
す
。

　

供
用
開
始
区
域
の
告
示
に
関

す
る
書
類
は
、
下
水
道
課
で
縦

覧
し
て
い
ま
す
。
区
域
の
詳
細

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

□
供
用
開
始
区
域
の
皆
さ
ん
へ

　

公
共
下
水
道
は
生
活
環
境
の

向
上
や
河
川
等
の
水
質
改
善
を

目
的
と
す
る
た
め
の
施
設
で

す
。

　

き
れ
い
で
住
み
よ
い
街
（
環

境
）
づ
く
り
の
た
め
整
備
さ
れ

た
公
共
下
水
道
に
１
日
も
早
く

接
続
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

□
公
共
下
水
道
事
業
受
益
者
負

担
金
の
お
願
い 

　

下
水
道
の
整
備
に
は
、
多
額

の
予
算
と
長
い
期
間
が
か
か
り

ま
す
が
、
下
水
道
が
整
備
さ
れ

る
と
、
生
活
環
境
が
向
上
し
、

そ
の
土
地
の
利
用
価
値
が
高
ま

り
ま
す
。
こ
の
利
益
を
受
け
ら

平
成
26
年
度 

第
１
回

 

　
　
危
険
物
取
扱
者
試
験

◆
日
時　

６
月
８
日
（
日
）

◆
場
所　
　

栃
木
工
業
高
校

（
岩
出
町
）
ほ
か

◆
受
験
資
格　

甲
種
は
資
格
が

必
要
。
乙
種
・
丙
種
は
資
格
の

制
限
な
し
。

※
試
験
の
詳
細
は
、
消
防
試
験

研
究
セ
ン
タ
ー
へ

◆
申
込
み　

４
月
７
日
（
月
）

～
18
日
（
金
）

（
一
財
）
消
防
試
験
研
究
セ
ン

タ
ー
栃
木
県
支
部
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０
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れ
る
の
は
、
誰
も
が
利
用
で
き

る
道
路
な
ど
と
違
い
、
限
定
さ

れ
た
人
や
地
域
で
す
。

　

そ
こ
で
、
直
接
利
益
を
受
け

る
方
（
受
益
者
）
に
、
下
水
道

の
整
備
を
計
画
的
に
進
め
る
た

め
の
財
源
と
し
て
、
下
水
道
建

設
事
業
費
の
一
部
を
負
担
し
て

い
た
だ
く
の
が
受
益
者
負
担
金

制
度
で
す
。

　

平
成
26
年
度
に
受
益
者
負
担

金
の
賦
課
の
対
象
と
な
る
区
域

は
、
４
月
上
旬
に
告
示
を
予
定

し
て
い
ま
す
。
主
に
平
成
24
年

度
工
事
終
了
箇
所
の
地
域
の
土

地
所
有
者
へ
、
受
益
者
（
負
担

す
る
方
）
を
決
定
す
る
た
め
に

４
月
中
旬
ご
ろ
申
告
書
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
内
容
を
確
認
の

う
え
申
告
に
協
力
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
負
担
金
の
納
付
は
６

月
か
ら
と
な
り
ま
す
。

□
公
共
下
水
道
使
用
料
に
つ
い
て 

　

下
水
道
を
ご
利
用
の
場
合
、

井
戸
水
を
使
用
し
て
い
る
世
帯

は
、
使
用
人
数
に
よ
り
下
水
道

料
金
が
決
ま
り
ま
す
。

　

ま
た
、
井
戸
水
の
使
用
を
中

止
し
た
場
合
や
新
た
に
開
始
し

た
場
合
、
使
用
人
数
が
変
更
に

な
っ
た
と
き
は
下
水
道
課
へ
連

絡
く
だ
さ
い
。

※
水
道
水
（
市
水
）
だ
け
を
使

用
し
て
い
る
世
帯
は
変
更
届
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

□
農
業
集
落
排
水
施
設
使
用
料

に
つ
い
て 

　

農
業
集
落
排
水
施
設
を
利
用

の
場
合
、
使
用
人
数
に
よ
り
農

業
集
落
排
水
施
設
使
用
料
が
決

ま
り
ま
す
。
使
用
人
数
が
変
更

に
な
っ
た
と
き
は
下
水
道
課
へ

連
絡
く
だ
さ
い
。

※
西
方
地
域
は
、
水
道
水
（
市

水
）
だ
け
を
使
用
し
て
い
る
世

帯
は
変
更
届
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

□
浄
化
槽
設
置
補
助
制
度
を
利

用
く
だ
さ
い 

◇
補
助
対
象　

公
共
下
水
道
認

可
区
域
及
び
農
業
集
落
排
水
事

業
の
区
域
以
外
で
、
専
用
住
宅

又
は
住
宅
部
分
が
２
分
の
１
以

上
の
併
用
住
宅
に
10
人
槽
以
下

の
浄
化
槽
を
設
置
す
る
場
合

で
、
年
度
内
に
工
事
が
完
成
見

込
の
方

◇
補
助
金
額　

５
人
槽　

33
万

２
千
円
／
７
人
槽　

41
万
４
千

円
／
10
人
槽　

54
万
８
千
円

◇
申
込
開
始　

４
月
～

◇
そ
の
他　

工
事
は
「
栃
木
市

浄
化
槽
指
導
要
綱
」
に
従
い
、

浄
化
槽
設
備
士
の
い
る
業
者
に

依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。
着
工
前

に
設
置
個
所
を
確
認
し
ま
す
の

で
、
早
め
に
申
請
く
だ
さ
い
。

浄
化
槽
は
、法
律
で
保
守
点
検
・

清
掃
・
水
質
検
査
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
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